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各派内示・記者配布資料 （令和３年４月15日）

令和 ３ 年 ４ 月 秋田市議会臨時会提出予定案件

件 名 説 明

「 単 行 案 」 ２件

１ 秋田市市税条例の一部を改正する ○地方税法の一部改正（令和３年法律第７

専決処分について承認を求める件 号）に伴い、市税条例の一部を改正するた

･地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）：令和 め専決処分した件について、議会の承認を

３年３月31日公布、一部を除き令和３年４月１日施行 求めようとするもの

・専決処分年月日 令和３年３月31日

○改正要旨

１ 宅地等に係る現行の負担調整措置を令

和３年度から令和５年度までの固定資産

税について引き続き適用することとし

た。

２ 令和３年度に限り、負担調整措置等に

より課税標準額が増加する宅地等につい

て前年度の課税標準額に据え置くことと

した。

３ 軽自動車税の環境性能割の税率を１％

軽減する期間を９月延長した。

４ その他規定を整備した。

※専決処分した理由

地方税法の一部改正に伴い、市税の賦課

徴収のための条例改正について特に緊急を

要し、議会を招集する時間的余裕がなかっ

たため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項
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２ 秋田市過疎地域における固定資産 ○過疎地域の持続的発展の支援に関する特

税の課税免除に関する条例の一部 別措置法（令和３年法律第19号）等の施行

を改正する専決処分について承認 に伴い、過疎地域における固定資産税の課

を求める件 税免除に関する条例の一部を改正するため

・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律 専決処分した件について、議会の承認を求

第19号）：令和３年３月31日公布、令和３年４月１日施行 めようとするもの

・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地 ・専決処分年月日 令和３年３月31日

方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定 ○改正要旨

める省令（令和３年総務省令第31号）：令和３年３月31日公布、令 １ 固定資産税の課税免除の対象となる事

和３年４月１日施行 業に情報サービス業等を加えた。

２ 固定資産税の課税免除の対象となる事

業設備等の取得価額の合計額の要件を改

め、その取得期限を令和６年３月31日ま

で延長した。

３ その他規定を整備した。

※専決処分した理由

過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法等の施行に伴い、市税の賦課徴収

のための条例改正について特に緊急を要

し、議会を招集する時間的余裕がなかった

ため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

「 予 算 案 」 １件

３ 令和３年度秋田市一般会計補正予 ○資料別紙

算（第２号）の件


